
敦
爆
凌
胡
黙
址
出
土
冊
書
の
復
原

一　

冊
書
復
原

の
基
礎
条
件

木
筒
研
究
上
の
重
要
な
基
礎
作
業
と
し
て
冊
書
の
復
原
が
あ
げ
ら
れ
る
。
簡

贖
は
書
写
の
目
的
に
よ
り
単

一
の
簡
蹟
そ
の
も
の
が
完
結
体
と
し
て
用
い
ら
れ

た
場
合
も
あ
る
が
、
多
く
は
何
簡
か
の
冊
書
の
中
の
一
筒
と
し
て
書
か
れ
、
編

ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
簡
贖
研
究
上
単
簡
駅
贖
と
し
て
で
な
く
、

簡
贖
相
互
の
関
連
の
可
能
性
を
考
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

冊
書
中
の
一
簡
と
い
う
考
え
方
は
、
簡
贖
研
究
者
は
誰
も
心
得
て
い
る
常
識

で
あ
る
。
し
か
し
常
識
は
必
ず
し
も
常
に
注
意
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

簡
蹟
研
究
の
開
拓
者
、
王
国
維
の

『流
沙
慾
簡
』
に
お
け
る
分
類
や
、
労
撚
の

一
九
四
九
年
版

『居
延
漢
筒
考
釈

釈
文
之
部ィビ

の
簡
の
排
列
は
、　
簿
書
、
成

役
、
器
物
、
睦
魃
等
に
分
類
さ
れ
て
排
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
内
容
別
分
類

で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
意
味
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
分
類
は
出
土
地
が
余
り

大
き
く
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
シ
ャ
バ
ン
ヌ
の
配
列
も
既
に
一
種
の
内
容
別

に
な
っ
て
お
り
、
労
徐
の
一
九
七
〇
年
の

『居
延
漢
簡
』
は
ほ
ぼ
出
土
番
号
順

大

庭

脩

で
あ
る
が
写
真
の
配
列
に
よ
っ
て
変
り
、

『居
延
漢
簡
甲
編
』
も
同
断
で
あ
る
。

そ
の
上
こ
の
両
著
は
自
著
独
自
の
番
号
を
与
え
て
い
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
。

必
要
以
上
に
個
有
の
番
号
を
つ
け
る
こ
と
は
、
手
荻
を
増
し
、
大
し
て
利
益
は

な
い
。
『居
延
漢
簡
甲
乙
編
凶
『居
延
漢
簡
新
編
上
』
が
共
に
原
簡
番
号
順
に

配
列
し
た
こ
と
は
ぉ
よ
う
や
く
本
来
の
姿
を
得
た
も
の
と
い
え
る
。

そ
し
て
敦
燈
漢
簡
に
つ
い
て
い
え
ば
、
林
梅
村
、
李
均
明
編
、

『疏
勁
河
流

域
出
土
漢
簡
』
の
書
が
は
じ
め
て
完
全
な
出
土
番
号
順
配
列
を
行
な
っ
た
の
で

あ
る
。

敦
違
漢
筒
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
シ
ャ
バ
ン
ヌ
、
羅
振
玉

・
王
国
維
、
マ
ス
ペ

ロ
、
張
鳳
の
研
究
が
あ

っ
て
以
後
、
夏
昂
の

「新
獲
の
敦
燈
漢
簡ｔ
」
、
馬
圏
台
、

孫
油
上
、
玉
門
花
海ｔ
の
新
発
掘
が
加
わ
っ
て
、
敦
違
漢
簡
と
い
っ
て
も
簡
単
に

は
尽
く
せ
ぬ
程
資
料
が
増
加
し
て
き
た
が
、
研
究
の
上
か
ら
い
う
と
最
初
に
刊

行
さ
れ
た
シ
ャ
バ
ン
ヌ
の
書
に
発
表
さ
れ
た
写
真
が
全
体
の
八
割
に
と
ど
ま
っ

た
の
に
、
残
り
の
写
真
が
未
刊
行
の
ま
ま
今
日
に
い
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
惜

し
い
こ
と
で
あ
る
。
私
は
一
九
七
二
年
に
敦
燈
漢
簡
を
親
し
く
調
査
す
る
機
会

を
得
た
が
、
私
な
り
の
釈
文
補
正
は
行
な

っ
た
も
の
の
写
真
刊
行
ま
で
は
及
ば
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な
か
っ
た
。
今
回
許
可
を
得
て
そ
の
刊
行
を
企
て
て
い
る
が
、
大
英
図
書
館
よ

り
送

っ
て
き
た
写
真
を
見
る
と
、
シ
ャ
パ
ソ
ヌ
刊
行
当
時
と
比
較
し
て
状
態
の

悪
化
は
著
し
く
、
今
後
何
年
か
を
経
れ
ば
全
部
真
黒
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
心
配
な
の
は
台
湾
の
中
央
研
究
院
歴
史
語
言

研
究
所
に
あ
る
一
九
三
〇

・
三

一
年
出
上
の
居
延
漢
簡
で
あ
る
。
な
る
べ
く
早

く
マ
イ
ク
ロ
化
が
で
き
な
い
も
の
か
と
憂
慮
さ
れ
る
。
識
者
の
御
理
解
を
得
た

い
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
に
述
べ
た
出
土
地
別
、
原
簡
番
号
順
の
釈
文
の
発
表
が
も

っ
と

も
基
礎
的
作
業
と
し
て
ま
ず
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
木
簡
は
ま

ず
考
古
学
的
資
料
と
し
て
取
扱
え
と
い
う
、
故
岸
俊
男
教
授
年
来
の
主
張
で
あ

り
、
木
簡
学
会
の
基
本
的
な
考
え
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
冊
書
復
原
作
業

へ

の
手
が
か
り
と
な
る
。
同

一
出
土
地
で
な
け
れ
ば
冊
書
で
あ

っ
た
と
考
え
る
こ

と
は
ま
ず
あ
り
得
な
い
。

「
出
土
地
が
同

一
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
冊
書
復
原

の
基
礎
条
件
の
一
つ
で
あ
る
。

次
は
筆
跡
の
問
題
で
、

「筆
跡
が
同

一
で
あ
る
」
こ
と
が
基
礎
条
件
の
二
で

あ
る
。
異
な
る
筆
跡
が
同

一
冊
書
中
に
あ
る
こ
と
は
皆
無
で
は
な
い
。　
一
九
七

三

・
七
四
年
出
土
居
廷
漢
簡
の
Ｅ
Ｐ
Ｆ
２２
１
８２
に
は
判
詞
が
異
筆
で
書
か
れ
て

い
る
か
ら
で
、
判
辞
が
別
簡
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

一
九
三
〇

・
三

一
年
出
土
居
延
漢
簡
中
の

「永
元
器
物
簿
」
は
異
な
つ
た
時
期

の
簿
を
再
編
成
し
て
お
り
、
こ
う
い
う
場
合
も
筆
跡
は
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。

次
は
簡
の
材
質
の
問
題
で
、
お
そ
ら
く

「材
質
が
同

一
で
あ
る
」
こ
と
が
基

礎
条
件
の
三
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
こ
れ
は
原
簡
に
触
れ
つ
つ
作
業

を
し
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
確
信
を
持

っ
て
言
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
が
、
ほ
ば

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
極
端
に
い
え
ば
竹
簡
と
木
贖
で
冊
書
に
な
る
こ

と
は
ま
ず
な
い
だ
ろ
う
し
、

「
両
行
」
を
用
い
れ
ば
み
な

「
両
行
」
を
用
い
る

可
能
性
は
大
き
い
。
た
だ

『
独
断
』
の
冊
書
の
説
明
に

其
制
長
二
尺
、
短
者
半
之
、
其
次

一
長

一
短
、
両
編
、

と
い
っ
て
長
さ
二
尺
の
簡
と

一
尺
の
簡
を
交
互
に
編
む
と
い
い
、
甲
骨
文
等
の

冊
字
に
は
帥
の
字
様
が
存
在
す
る
か
ら
、
儀
式
的
な
正
式
の
冊
書
に
は
長
短
の

簡
を

一
緒
に
す
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
材
質
は
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
写
真

で
も
木
目
の
広
狭
や
質
の
密
粗
は
見
わ
け
が
つ
く
か
ら
、
実
物
に
か
れ
な
く
と

も
考
慮
の
内
に
加
え
る
こ
と
は
十
分
で
き
る
。

最
後
は
内
容
の
問
題
で
、

「内
容
に
関
連
が
あ
る
こ
と
」
が
其
礎
条
件
の
四

で
あ
る
。
蛇
足
で
あ
る
が
基
礎
条
件
と
し
て
は
抜
く
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

一
九
三
〇

・
三

一
年
出
上
の
居
延
漢
簡
に
は
、
冊
書
の
編

（木
簡
を
結
び
あ
わ

せ
て
い
る
組
）
の
つ
い
た
ま
ま
の
冊
書
が

一
一
つ
出
土
し
た
。　
一
つ
は
七
五
簡
よ

り
な
る
永
元
器
物
簿
で
あ
り
、　
も
う

一
つ
は
三
簡
よ
り
な
る
永
光
二
年

盆
削
四

二
）
の
甲
渠
候
長
鄭
赦
の
忌
引
届
、　
父
親
の
喪
の
為
の
賜
暇
願
で
あ
る
。　
一
九

七
三

・
七
四
年
出
上
の
居
延
漢
簡
で
は
、

「建
武
五
年
居
延
令
移
甲
渠
吏
遷
補

牒
」
（Ｅ
Ｐ
Ｆ
２２
・
５６
‐
６０
）、
甘
露
二
年

（前
五
一じ

丞
相
御
史
書

（Ｅ
ｓ
Ｔ
ｌ
・

１
１
３
）、
永
始
三
年

金
削
一
四
）
詔
書

（簡
番
号
不
明
）、
始
建
国
二
年

（
一
〇
）

東
他
塞
莫
営
聴
守
御
器
簿

（簡
番
号
不
明
）、
建
武
三
年

（
一一七
）
大
将
軍
居

延



都
尉
吏
奉
穀
秩
別
令

（
Ｅ
Ｐ
Ｆ
２２
・
７０
‐
７９
）ヽ
　
建
武
三
年
候
粟
君
所
責
寇
恩
事

（
Ｅ
Ｐ
Ｆ
２２
・
‐
‐
３６
）ヽ
　
建
武
三
年
黙
長
病
書
牒

（
Ｅ
Ｐ
Ｆ
２２
・
８０
‐
８２
）ヽ
　
建
武

六
年

全
二
〇
）
甲
渠
部
吏
母
作
使
属
国
秦
胡
崖
水
士
民

（
Ｅ
Ｐ
Ｆ
２２
ニ
ハ
九
六
・

四
一
・
四
一し
、
建
武
初
年
相
利
善
剣
刀
な
ど
既
に
発
表
さ
れ
た
も
の
を
含
め
五

十
種
を
上
ま
わ
る
冊
書
が
出
土
し
て
い
る
。
編
の
あ
る
も
の
は
少
な
い
が
比
較

的
容
易
に
冊
書
復
原
が
可
能
な
よ
う
で
、
そ
れ
は
考
古
学
的
発
掘
が
正
確
に
な

さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
と
に
Ｅ
Ｐ
Ｆ
２２
の
上
番
号
を
持
つ
も
の
は
、

Ｆ
２２
と
い
う
甲
渠
候
官
遺
址
の
文
書
室
に
あ

っ
た
も
の
で
、
甲
渠
候
官
砦
廃
止

当
時
に
な
お
有
効
な
文
書
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
整
理
は
比
較
的
容
易
な
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。

た
だ
編
が
失
な
わ
れ
た
た
め
、
微
妙
な
所
で
議
論
が
必
要
な
例
が
あ
り
、
た

と
え
ば
建
武
三
年
候
粟
君
所
責
寇
恩
事
の
Ｅ
Ｐ
Ｆ
２２

・
３３
筒
は

「右
灸
書
」
と

あ
る
簡
で
あ
る
が
、
こ
の
簡
の
位
置
を
三
十
三
番
に
置
く
説
と
二
十
九
番
に
置

く
説
と
が
あ
り
、
こ
の
位
置
如
何
に
よ
っ
て
は
Ｅ
Ｐ
Ｆ
２２

，
２９

。
３２
の
四
筒
が

灸
書
か
否
か
と
い
う
本
質
的
な
論
議
を
必
要
と
す
る
し‐
、
永
始
三
年
詔
書
冊
の

第

一
一
。
一
二
簡
の
排
列
に
関
し
て
議
論
が
お
こ
る
の
で
あ
れ
。

な
お
広
く
居
延
漢
簡
以
外
に
眼
を
転
じ
て
み
る
と
、
武
威
磨
阻
子
出
土
と
い

う

「
王
杖
詔
書

・
令
」
冊
書
二
十
六
簡
や
甘
谷
県
渭
陽
の
後
漢
墓
出
上
の
二
十

三
簡
よ
り
な
る
甘
谷
漢
筒
な
ど
、
冊
書
の
数
は
急
激
に
増
え
た
。

私
は
か
つ
て
、　
一
九
二
〇

・
三

一
年
出
土
居
延
漢
簡
中
の
第
三
の
冊
書
と
し

て

「
元
康
五
年
詔
書
」
冊
の
復
原
に
成
功
悦
、
以
後
紹
介
さ
れ
た
一
九
七
三

・

七
四
年
出
土
居
延
漢
筒
の
冊
書
に
つ
い
て
二

・
三
の
意
見
を
述
べ
、
ま
た

一
九

三
〇

・
三

一
年
出
土
居
延
漢
簡
の
中
に

「騎
士
簡
冊
」
の
あ
る
こ
と
も
指
摘
し

た
。こ

れ
ら
の
経
験
を
通
し
て
敦
煙
漢
簡
を
見
る
と
、
冊
書
に
復
原
で
き
る
簡
が

あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
本
稿
は
そ
の
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
思
う
。
な
お
、

ス
タ
イ
ン
第
二
次
探
検
で
発
掘
さ
れ
た
漢
簡
は
七
〇
二
点
で
あ
る
が
、
Ｔ
Ⅵ
出

土
簡
が
二
六
〇
簡
、
そ
の
う
ち
ｂｉ
出
土
簡
が
三
四
四
衝
に
及
が
。
お
よ
そ
三
分

一
が
Ｔ
Ⅵ
ｂｉ
地
点
で
出
土
し
た
。
あ
た
か
も

一
九
三
〇

・
三

一
年
居
延
漢
簡
の

中
の
Ａ
８
、
甲
渠
候
官
出
土
衛
に
匹
敵
す
る
。
そ
し
て
そ
の
地
点
は
凌
胡
黙
の

遺
址
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
本
稿
標
題
の
所
以
で
あ
る
。

一
一　
詔
書
冊

（
そ
の
一
）

冊
書
復
原
の
最
も
た
や
す
い
の
は
詔
書
冊
で
あ
る
。
そ
れ
は
詔
行
下
の
辞
と

い
わ
れ
る
上
級
官
か
ら
下
級
官
に
下
さ
れ
る

月
日
、
某
官
下
某
官
、
承
書
徒
事
下
営
用
者
、
如
詔
書
、

と
い
う
形
式
の
執
行
命
令
が
必
ず
つ
き
、
そ
れ
が
上
級
官
庁
か
ら
下
位

へ
ゆ
く

ほ
ど
多
く
な

っ
て
く
る
。
詳
細
な
考
証
は
拙
著
を
御
参
考
に
し
て
い
た
だ
く
と

し
て
、　
一
つ
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
、
私
の
復
原
し
た
元
康
五
年
詔
書
冊
を
次
に

書
い
て
お
『
。

①
　
　
御
史
大
夫
吉
味
死
言
丞
相
相
上
大
常
昌
書
言
大
史
丞
定
言
元
康
五
年
五
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(8)  (7) 14)(3)

月
二
日
壬
子
夏
至
宜
寝
兵
大
官
抒

井
更
水
火
進
鳴
薙
謁
移
以
聞
布
営
用
者
　
臣
謹
案
比
原
宗
御
者
水
衡
抒

大
官
御
井
中
二
く
千
く
石
く
令
官
各
抒
別
火
　
　
　
　
　
一
〇

。
二
七

官
先
夏
至

一
日
以
除
然
取
火
授
中
二
く
千
く
石
く
官
在
長
安
雲
陽
者
其

民
皆
受
以
日
至
易
故
火
庚
戊
度
兵
不
窯
事
蓋

甲
寅
五
日
臣
請
布
臣
味
死
以
聞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

。
一
〇

制
口
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
≡

一
生

〓
ハ

元
康
五
年
二
月
癸
丑
朔
奏
亥
御
史
大
夫
吉
下
丞
相
承
書
従
事
下
営

用
者
如
詔
書

二
月
丁
卯
丞
相
相
下
車
騎
将
く
軍
く
中
二
く
千
く
石
、
郡
大
守
諸
侯
相
承

書
徒
事
下
営
用
者
如
詔
書

少
史
慶
令
史
宣
王
始
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

・
三
〇

三
月
丙
午
張
按
長
史
延
行
大
守
事
肩
水
倉
長
湯
粂
行
丞
事
下
局
國
農
部
都

尉
小
府
縣
官
承
書
従
事

下
営
用
者
如
詔
書
／
守
属
宗
助
府
佐
定
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

。
三
二

閏
月
丁
巳
張
猿
肩
水
城
尉
誼
以
近
次
飛
行
都
尉
事
下
候
城
尉
承
書
徒
事
下

営
用
者
如
詔
書
／
守
卒
史
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

・
二
九

閣
月
庚
申
肩
水
士
吏
横
以
私
印
行
候
事
下
尉
侯
長
承
書
従
事
下

営
用
者
如
詔
書
／
令
史
得
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

・
三

一

ω

。
②
簡
が
御
史
大
夫
丙
吉
の
上
奏
文
で
、
③
の
制
可
を
加
え
、
ω

。
②

・

０
簡
が
詔
書
で
あ
る
。
こ
の
詔
書
を
、
御
史
大
夫
↓
丞
相
⑭
、
丞
相
↓
郡
太
守

（張
液
郡
太
守
）
⑤
、
張
抜
太
守
↓
部
都
尉

Ω
届
水
都
尉
）
⑥
、
肩
水
都
尉
↓
肩
水

侯
⑦
、
肩
水
候
↓
下
級
官
①
の
順
に
執
行
命
令
を
附
し
て
下
し
て
い
る
の
で
あ

Ｚρ
。さ

て
こ
２
死
康
五
年
詔
書
冊
を
手
が
か
り
に
し
て
詔
書
の
執
行
命

令

を
探

し
て
み
る
と

Ｔ
Ⅵ
ｂｉ
ｌ９
簡
が
日
に
つ
く
。　
こ
の
簡
は
林
梅
村
、
李
均
明
両
氏

編

『疏
勒
河
流
域
出
土
漢
簡
』

で
は
４２
番
、　
シ
ャ
バ
ン
ヌ
の

（ド
ａ

α
ｏ
⇔ｆ

【邸
０わ
け∽　
⇔ｒ
”ｐ
Ｏ
”∽　
α
６
⇔ｏ
Ｃ
く
①』け∽　
巧
”
【　
♭
・ｇ
【①騨　
∽
一ω
中β
　
α
ω
鰤
∽　
ド①
∽　
∽ωげ
岸①
∽　
α
ｏ

司
嘱
肝
∽Ｏ
β
ｑ
中８
命ω
中
で
は
酬
番
で
写
真
が
あ
り
、
王
国
維
の

『流
沙
墜
簡
』

で
は
簿
書
四
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
番
号
を
い
ち
い
ち
こ
の
よ
う
に
書
く
の
は
繁

雑
で
あ
る
か
ら
、
基
本
は
林

・
李
両
氏
の
編
著

『疏
勒
河
流
域
出
土
漢
簡
』

の
番
号
に
よ
っ
て
示
し
、
あ
と
は
そ
の
後
に
略
号
で
記
入
す
る
。
す
な
わ
ち
、

疏
０

（‐９
、
Ｃ
‐３８
ヽ
王
簿
４
）
と
標
記
す
る
。
本
稿
は
Ｔ
Ⅵ
ｂｉ
出
土
筒
の
み
を
取

扱
う
の
で
遺
跡
番
号
も
省
略
す
る
。
林

・
李
両
氏
の
書
を
主
な
番
号
と
し
た
の

は
、
中
国
の
研
究
者
が
容
易
に
依
存
す
る
の
は
同
書
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
な
お
労
撚

『教
煙
漢
簡
校
文
』
は
シ
ャ
バ
ン
ヌ
番
号
に
よ
っ
て
い

る
か
ら
特
に
書
か
な
い
。
さ
て
そ
の
釈
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

三
月
癸
酉
大
煎
都
候
嬰
國
下
厭
胡
守
士
吏
方
承
書
徒
事
下
営
用

者
如
詔
書
／
令
史
優
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
疏
４２

こ
の
釈
文
の
う
ち
嬰
國
の
國
を
シ
ャ
バ
ン
ヌ
は
未
釈
で
残
し
、
承
書
従
事
は

シ
ャ
バ
ン
ヌ
、
労
捺
共
に
奉
書
行
事
と
し
、
令
史
復
の
前
の
斜
線
は
従
来
の
釈



文
は
皆
書
い
て
い
な
い
。
こ
の
斜
線
は
書
記
官
の
副
署
の
前
に
入
れ
る
の
が
普

通
で
あ
る
か
ら
釈
文
で
欠
い
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
釈
文
上
の
異
同
に
つ

い
て
は
、
以
後
特
に
疑
間
の
あ
る
文
字
以
外
は
い
ち
い
ち
は
か
れ
な
い
。

そ
こ
で
こ
の
簡
の
前
に
あ
る
の
は
敦
埋
太
守
か
ら
都
尉
府
等
へ
の
執
行
命
令
、

及
び
都
尉
府
よ
り
候
官
宛
の
執
行
命
令
で
あ
り
、
後
に
つ
ら
な
る
の
は
厭
胡
士

吏
か
ら
当
黙
宛
の
執
行
命
令
の
筈
で
あ
る
。
こ
れ
を
基
準
と
し
て
探
す
と
次
の

よ
う
な
配
列
が
考
え
ら
れ
る
。

三
月
辛
未
敦
煙
大
守
常
築
長
史
布
弛
丞
賢
下
守
候
城
部
都
尉
臨
部
官
承
書
徒

事
下
営
用
者
如
詔

書
ヽ
到
言
　
　
　
／
口
居
□
如
由
府
佐
隣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２‐７

三
月
癸
酉
大
煎
都
候
嬰
國
下
厭
胡
守
士
吏
方
承
書
徒
事
下
営
用

者
如
詔
書
　
　
／
令
史
握
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４２

三
月
庚
寅
厭
胡
守
士
吏

（下
欠
）

事
　
下
営
用
者
如
詔
書

（下
欠
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２０７

２‐Ｔ
と
４２
の
間
に
玉
門
都
尉
か
ら
大
煎
都
候
に
対
す
る
文
書
が
欠
落
し
て
い
る

が
、
現
在
の
出
土
簡
の
中
に
は
見
当
ら
な
い
。

い
ま
仮
に
二
月
幸
未
を

一
日
と
す
る
と
、
三
月
癸
酉
は
三
日
、
三
月
庚
寅
は

二
十
日
と
な
る
。
幸
未
と
癸
酉
の
間
が
極
め
て
接
近
し
て
い
る
の
に
、
辛
未
と

庚
寅
の
間
が
離
れ
て
い
る
が
、
命
令
の
伝
達
経
路
か
ら
考
え
て
、
太
守
府
と
侯

官
の
間
よ
り
、
候
官
と
士
吏
、
黙
の
間
の
方
が
近
い
筈
で
、
そ
の
点
は
こ
の
三

衛
、　
こ
と
に
２‐７
が
４２

　ヽ
別
と
同
じ
冊
書
が
ど
う
か
疑
念
が
残
る
。　
ま
た
２‐Ｔ
の

結
び
は

「書
到
言
」

と
復
命
を
義
務
づ
け
て
い
る
の
に
、　
２
、　
２０７
に
は
そ
の

語
が
な
い
の
も
疑
念
が
残
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
三
簡
が
確
実
に
続
く
も
の
と

は
判
断
し
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。　
一
応
疑
を
存
す
る
も
の
と
し
て
次
に
う
つ
ろ

〓
一　
詔
書
冊

（
そ
２

じ

留
変
事
事
件

疏
５７

（３５
ヽ
Ｃ
‐４０
、
三
簿
３
）
も

「詔
行
下
の
辞
」
で
あ
る
。

四
月
庚
子
丞
吉
下
中
二
く
千
く
郡
大
守
諸
侯
相
承
書
徒
事
下
営
用
者

丞
吉
は
丞
相
吉
と
あ

っ
た
相
の
字
を
脱
し
た
も
の
で
あ
り
、
石
く
を
脱
し
、

ま
た
こ
の
あ
と
に
如
詔
書
の
語
を
含
む
筒
が
き
て
文
章
が
完
成
す
る
こ
と
は
、

元
康
五
年
詔
書
冊
を
参
照
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
丞
相
吉
は
丙
吉
で
、
神
爵

三
年

盆
削
五
九
）
四
月
戊
戊
か
ら
五
鳳
三
年

（前
五
五
）
正
月
癸
卯
に
亮
ず
る
ま
で

そ
の
職
に
あ

っ
た
。
こ
の
筒
の
前
、

冊
書
と
し
て
は
右
側
に
は
御
史
大
夫

（
こ

の
時
は
黄
覇
）
か
ら
丞
相
に
下
す
執
行
命
令
が
あ
り
、
更
に
そ
の
前

（右
）
に
は

皇
帝
の
制
日
可
を
書
い
た
簡
が
あ
る
筈
で
、
又
、
後

（左
）
に
は
敦
燈
太
守
か

ら
郡
下
の
上
級
官
へ
の
執
行
命
令
が
続
く
筈
で
あ
る
。

こ
の
簡
は
、
比
較
的
タ
ッ
チ
の
早
い
筆
法
で
書
か
れ
、

「
丞
」
と

「
承
」
の

二
字
は
例
の
少
な
い
象
書
の
筆
法
を
残
し
た
書
体
で
あ
る
。　
こ
の
こ
と

は
既

に
シ
ャ
ノミ
ン
ヌ
が

認
識
し
て
い
た
と
み
え
、

図
版
に
は
こ
の
筒
の
横
に
疏

２４７

（２９７
ヽ
Ｃ
‐‐２
ヽ
王
簿
５
）
と
疏
２２３
（
２６２
ヽ
Ｃ
Ｗ
ヽ
王
簿
５
）
を
配
置
し
て
両
簡
の
書
外



敦建凌胡黙址出土冊書の復原

が
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
２４７
と
２２３
は
共
に
簡
の
右
半
を
欠
き
、

か
つ
上
下
が
切
損
し
、
両
者
の
間
に
は
約

一
セ
ン
チ
相
当
分
が
欠
け
て
い
る
が
、

同

一
簡
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
理
解
が
で
き
、
疏
５７
と
同
質
の
木
日
の
目
立
た
ぬ

簡
で
あ
る
こ
と
も
看
取
で
き
る
。
そ
の
文
章
は
王
国
維
が

一
簡
と
し
て

『流
沙

黙
簡
』
簿
書
五
に
釈
し
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
文
字
の
見
え
な
い
両
簡
を
読
ん

だ
王
国
維
の
学
力
は
、
２４７
簡
の
写
真
を
見
れ
ば
、
筆
を
投
じ
て
三
嘆
せ
ざ
る
を

得
熾
。

そ
の
文
は

□
□
丙
寅
大
煎
都
守
候
丞
□
□
□
□
□
□
□
士
吏
異
承
書
従
事

下
営
用
者
如
詔
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
令
史
奪

で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
簡
は

「
承
」
の
字
が
明
ら
か
に
例
の
特
色
を
具
え
て
い
て
、
筆

者
は
こ
こ
に
見
え
る
令
史
尊
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
疏
２４７
＋
２２３
簡
は
大
煎

都
候
か
ら
下
級
の
官
に
下
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
か
ら
、
丞
相
の
執
行
命
令
と
侯

官
の
執
行
命
令
の
間
に
は
先
に
言

っ
た
敦
埋
太
守
の
執
行
命
令
と
玉
門
都
尉
の

執
行
命
令
が
な
け
れ
ば
な
ら
熾
。
そ
う
い
う
観
点
で
Ｔ
Ⅵ
ｂｉ
出
土
簡
を
見
る
と
、

疏
‐９０

（２‐‐
、
Ｃ
２０‐
、
王
雑
２‐
）
が

（上
欠
）
埋
大
守
常
築
永
賢

（下
欠
）

と
あ

っ
て

「
丞
」

の
字
に
例
の
筆
法
が
あ
り
、
更
に
疏
２０５

（朋
ヽ
Ｃ
ｍ
）
の

（上
欠
）
下
部
縣
官
承
書
徒
事
下
営
用
者

の

「
承
」
の
字
に
例
の
筆
法
が
あ
り
、
疏
１９０
と
２０５
は
直
接
に
接
続
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
恐
ら
く
今
求
め
て
い
る
教
埋
太
守
の
執
行
命
令
で
あ
る

＞９

。
そ
し
て
疏
５７
に
先
行
す
る
制
可
の
筒
は
、
疏
５４

（３２
、
Ｃ
郷
）
で
は
あ
る
ま
い

か
。
字
体
、
筒
の
材
質
よ
り
み
て
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
考
え
る
と
こ
れ
ら
の
簡
は
、

制
　
日
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５４

（御
史
大
夫
覇
下
丞
相
承
書
徒
事
下
営
用
者
如
詔
書
）
　
　
　
　
　
失

四
月
庚
子
永

（相
）
吉
下
中
二
く
千
く
石
く
郡
大
守
諸
侯
相
承
書
従
事
下

営
用
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５７

（如
詔
書
　
　
少
史
某
令
史
某
、
某
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
失

（某
月
干
支
敦
）
鰹
大
守
常
築
来
賢
」
下
部
縣
官
承
書
徒
事
下
営
用
者

‐９０
＋
２０５

（
如
詔
書
　
／
届
某
府
佐
某
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
失

（
玉
門
都
尉

の
執
行
命
令
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
失

□
阿
丙
寅
大
煎
都
守
侯
□
□
□
□
□
□
函
却
士
吏
異
承
書
従
事

下
営
用
者
如
詔
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
／
令
史
奪

２‐７

＋

２２３

と
い
う
順
序
に
復
原
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
ゃ

次
に
疏
１２９

（
‐３０
、
Ｃ
翔
）
を
と
り
あ
げ
る
。

簡
文
は

0)(4) (3)(2)0)(8)(0(6)



（上
欠
）
黙
長
常
時
坐
男
郵
海
以
公
事
怨
望
欲
害

と
い
う
も
の
で
あ
る
。　
こ
の
簡
は
文
字
は
比
較
的
横
画
を
細
く
真
直
ぐ
に
引

き
、
波
傑
が
少
な
く
、

「
以
」
の
宇
に
は
特
色
の
あ
る
波
傑
が
出
て
い
る
。
ま

た
、
細
宇
で
文
字
の
間
隔
を
つ
め
て
書
い
て
い
る
点
も
特
色
と
し
て
目
立
つ
。

こ
の
よ
う
な
特
色
を
持

っ
た
も
の
を
探
し
て
み
る
と
、
疏
‐３８

（
‐４２
ヽ
Ｃ
‐７３
ヽ
王
薄

粥
）、
疏
‐６２

（ｍ
・
‐７２
ヽ
Ｃ
ｍ
ヽ
王
雑
１７
）ヽ

誅
４‐７５

（
‐９７
ヽ
Ｃ
‐‐７
）ヽ

疏
２‐３

（加
ヽ
Ｃ
‐９９
ヽ

別
、
Ｃ
側
、
共
に
王
薄
５０
）
が
似
た
筆
跡
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

文
章
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。
疏

一
三
八
は

（上
欠
）営
時
賊
婚
捕
黙
城
、
蔵
流
三
百
廿
、
以
不
知
何
人
凌
覺
種
八
十
（下
久
）

と
あ
り
、
疏
‐２９
と
同
じ
く
当
時
と
い
多
人
名
が
見
ら
れ
、
関
連
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

つ
ぎ
に
疏
１６２
で
あ
る
が
、
こ
の
簡
は
Ｔ
Ⅵ
ｂｉ
ｌ７‐
と
Ｔ
Ⅵ
ｂｉ
ｌｌ２
の
両
簡
が
接
続

す
る
も
の
で
、
大
英
図
書
館
で
は
上
下
に
配
し
て

一
簡
と
し
て
取
扱

っ
て
い
る
。

た
だ
シ
ャ
バ
ン
ヌ
が
釈
文
を
作

っ
た
時
は
こ
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

か
っ
た
と
み
え
、
ｍ
の
み
が
写
真
撮
影
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
文
章
は

騎
以
聞
治
所
謂
留
離
憂
事
営
以
留
奉
□
□
□
□
」
□
律
令
吏
用
□
疑
或
不
以

聞
留
愛
事
淵
牟
月

と
あ
り
、
中
間
に
失
な
わ
れ
た
部
分
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
上
端
も
下
端
も

一
応
完
全
な
形
を
保

っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
疏
２‐３
で
あ
る
が
、
こ
の
筒
は
Ｔ
Ⅵ
ｂｉ
２４‐
と
Ｔ
Ⅵ
ｂｉ
２‐６
と
が
接
続
し
た

も
の
で
あ

っ
て
、
接
続
は
完
全
で
失
な
わ
れ
た
部
分
は
な
い
。
そ
の
文
章
は

棄
市
築
見
決
事
」
「
興
覇
徳
安
漢
不
所
坐
不
同
部
上
書
当
具

（下
欠
）

と
あ
り
上
端
は
完
全
で
あ
る
。

「
決
事
」
の

「事
」
の
字
の
部
分
で
接
続
し
、

上
が
２‐６
ヽ
下
が
２４‐
で
あ
る
。

文
章
の
内
容
に
は
法
律
用
語
が
多
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
１２９
に
は

「
坐
」、

‐３８
に
は

「蔵
満
三
百
廿
」、

「
不
知
何
人
」、　
１６２
に
は

「留
難
変
事
」、　
２‐３
に
は

「
棄
市
」、
「
決
事
」
な
ど
が
あ
り
、
裁
判
、
訴
訟
に
関
係
が
あ
る
も
の
の
よ
う

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
筒
の
う
ち
、
‐６２
の
上
端
と
２‐３
の
上
端
と
は
、
簡
の
形
は
完
形
で

あ
る
が
共
に
簡
文
の
書
き
出
し
が
衝
の
上
端
か
ら
約
二

・
四
セ
ン
チ
下
げ
た
部

分
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
こ
れ
は
両
者
が
同

一
冊
書
で
あ
る

可
能
性
を
示
唆
す
る
が
、
更
に
一
歩
を
進
め
る
と
ぉ
‐６２
簡
の
下
端
は
完
全
で
あ

る
か
ら
、
‐６２
簡
の
下
端
の
文
章
は
次
に
来
る
べ
き
筒
の
上
端
の
文
と
接
続
し
て

意
味
が
通
ず
る
は
ず
で
あ
る
。
い
ま
‐６２
筒
の
下
半
の
文
章
を
と
っ
て
み
る
と
、

律
令
、
吏
用
□
疑
、
或
不
以
聞
、
為
留
愛
事
、
浦
牟
月

と
あ
り
、
仮
に
２‐３
簡
の
上
端
に
つ
な
ぐ
と

鶯
留
愛
事
、
浦
牛
月
棄
市

と
な
っ
て
文
意
に
滞
り
は
な
い
。

吏
用
て
□
疑
し

（例
えゝ
ば
狐
疑
）、
或
い
は
以
て
聞
せ
ざ
る
を
変
事
を
留
む
と

な
し
、
半
月
に
満
つ
れ
ば
棄
市
す

と
い
う
文
章
は
漢
律
の
快
文
か
と
さ
え
考
え
得
る
ほ
ど
す

っ
き
り
し
た
接
続
で

あ
る
。
従

っ
て
１６２
簡
の
次
に
２‐３
簡
が
続
く
と
み
て
誤
ま
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
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そ
う
す
る
と
こ
の
両
簡
が
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
上
端
を
空
け
て
書
い
て
い
る

の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
空
自
の
部
分
が
い
わ
ゆ
る
需
頭
で
、
上
奏

文
に
対
し
て
皇
帝
の
批
答
が
加
え
ら
れ
る
時
、
皇
帝
の
制
が
上
奏
文
よ
り

一
段

高
い
所
か
ら
書
け
る
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
文
字
を
低
い
と
こ
ろ
か
ら
書
い
た

も
の
と
考
え
る
。
そ
の
実
例
は
元
康
五
年
詔
書
冊
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
、
皇
帝

の
批
答

「制
日
可
」
の
制
の
字
は
簡
頭
か
ら
つ
め
て
書
か
れ
、
需
頭
の
空
格
の

部
分
に
並
ん
で
制
の
字
が
高
く
掲
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
拾
頭
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
。

こ
こ
ま
で
推
理
し
て
み
る
と
、
更
に
私
は
疏
５７
に
は
じ
ま
る
執
行
命
令
の
冊

の
中
に
加
え
た
疏
５４
の

「制
　
日
可
」
が
こ
の
需
頭
さ
れ
た
疏
１６２
ヽ
２‐３
両
簡
の

あ
と
に
位
置
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
何
筒
か
が

失
な
わ
れ
て
い
る
か
ら
直
接
に
続
か
ぬ
が
、
ほ
ぼ
間
違
い
は
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
思

っ
て
よ
く
観
察
す
る
と
、
疏
‐２９
以
下
の
各
簡
は
、
木

目
の
目
立
た
ぬ
す
べ
す
べ
し
た
、
肌
理
の
密
な
木
簡
で
あ
る
点
で
、
疏
５７
以
下

の
簡
と
同
質
で
あ
る
と
見
ら
れ
、
冊
書
と
し
て
つ
な
が
る
可
能
性
は
極
め
て
高

い
。疏

‐２０
と
‐３８
と
は
先
に
少
し
か
れ
た
よ
う
に
燃
長
当
時
と
い
う
人
名
に
よ
っ
て

両
者
の
共
通
性
を
傍
証
で
き
る
が
、
こ
の
二
簡
が
１６２
ヽ
２‐３
と
ど
う
い
う
前
後
関

係
に
な
る
か
は
手
が
か
り
は
な
い
。
た
だ
疏
１２９
に

「営
時
坐
…
…
」
と
あ
る
こ

と
は
、
坐
の
あ
と
に
罪
状
が
つ
づ
く
か
ら
‐３８
よ
り
前
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。

そ
し
て
聴
長
当
時
の
罪
が

「留
変
事
満
半
月
」
ま
で
含
む
の
か
、
２‐３
に
覇
、
徳
、

安
漢
な
ど
の
人
名
が
あ
る
が
こ
の
人
物
と
当
時
と
が
同
じ
事
案
に
つ
な
が
る
の

か
、
別
の
事
案
で
あ
る
の
か
は
決
め
手
が
な
い
が
、
疏
‐６２
ヽ
朋
は
律
を
引
用
し

て
い
る
と
考
え
れ
ば
判
決
の
辞
に
近
い
部
分
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
、
お

そ
ら
く
後
半
に
置
く
方
が
良
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
推
論
し
た
末
、
私
は
何
か
の
事
件
の
判
決
に
関
す
る
詔
書
で
あ

る
と
考
え
て
、
次
の
よ
う
に
復
原
す
る
。

（上
欠
）
□
黙
長
常
時
坐
男
郵
海
以
公
事
怨
望
欲
害
　
　
　
　
　
　
　
　
１２９

（上
欠
）
営
時
賊
播
捕
黙
城
威
浦
二
百
廿
以
不
知
何
人
護
覺
種
八
十

（下
欠
）

騎
以
聞
治
所
謂
留
難
憂
事
営
以
留
奉
□
□
□
□
□
律
令
吏
用
□
疑
或
不
以
聞

烏
留
愛
事
流
↑
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐６２

棄
市
築
見
決
事
興
覇
徳
安
漢
不
所
坐
不
同
部
上
書
封
具

（下
欠
）
　

　

２‐３

制
　
日
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５４

（年
月
日
御
史
大
夫
覇
下
永
相
承
書
徒
事
下
営
用
者
如
詔
書
）
　
　
　
　
失

四
月
庚
子
永
帥
吉
下
中
二
く
千
く
石
く
郡
大
守
諸
侯
相
承
書
従
事
下
営
用
者７５

（
如
詔
書
　
　
　
少
史
某
令
史
某
、
某
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
失

（某
月
干
支
　
敦
）
煙
大
守
常
柴
示
賢
下
部
縣
官
承
書
徒
事
下
営
用
者

　

１９０
２０５

（
如
詔
書
　
／
局
某
府
佐
某
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
失



（
玉
門
都
尉
の
執
行
命
令
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
失

□
一円
丙
寅
大
煎
都
守
侯
□
□
□
□
□
□
円
士
吏
異
承
書
従
事

下
営
用
者
如
詔
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／
令
史
奪
　
　
　
　
　
　
２４７
２２３

四

「
実
籍
部
中
」
冊

疏
２２‐

（
川
●
別
、
Ｃ
ｌ４８
ヽ
‐‐９
ヽ
王
簿
８
）
は

出
入
開
人
畜
草
馬
器
物
如
開
書
移
官
會
正
月
三
日
母
忽
如
律
令

と
い
う
文
章
で
、
関
所
、
お
そ
ら
く
玉
門
関
を
通
っ
た
人
畜
、
車
馬
、
器
物
に

つ
い
て
の
調
査
と
集
会
を
命
じ
た
文
書
で
あ
る
。

本
簡
と
極
め
て
関
連
の
深
い
内
容
を
持
つ
簡
と
し
て
疏
１１７

（
‐５２
ヽ
Ｃ
‐５０
、
王
簿

７
）
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

十
二
月
奏
丑
大
煎
都
候
永
罷
軍
別
治
富
昌
黙
謂
部
士
吏
痛
移
書
到
買
藉
吏
出

入
開

人
畜
車
馬
器
物
如
官
書
會
正
月
三
日
須
集
移
官
各
三
通
母
忽
如
律
令

と
い
う
簡
文
で
あ
る
。
こ
の
筒
を
見
れ
ば
疏
２２‐
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も

の
と
し
て
疏
１３７

（
‐４２
ヽ
Ｃ
‐６８
ヽ
王
簿
９
）
が
あ
る
。
そ
の
簡
文
は

（上
欠
）
部
候
長
痛
移
書
到
趣
賃
藉
部
中
移

（下
欠
）

と
あ
り
、
疏
‐４７
の
右
行
と
同
じ
く

「写
移
書
到
、
実
藉
部
中
」
の
句
が
見
ら
れ

弦

Ｏ

。

疏
２２‐
、
‐１７
ヽ
‐３７
が
関
連
が
あ
る
こ
と
は
早
く
か
ら
気
が
つ
か
れ
て
い
た
。
シ

ャ
バ
ン
ヌ
は
そ
の
書
に
お
い
て
疏
２２‐
に
Ｃ
ｌ４８
ヽ
‐‐９
の
番
号
を
与
え
て
接
続
さ
せ

る
と
共
に
疏
１４‐
を
Ｃ
酬
と
し
て
写
真

で
隣
に
配
し
た
。　
王
国
維
は

『
流
沙
墜

簡
』
の
簿
書
の
七
に
疏
１４７
ヽ
八
に
疏
２２‐
、
九
に
疏
１３７
を
配
し
、
１３７
及
び
１４７
の
中

に
あ
る

「賢
」
字
の
書
体
が
平
輿
令
詳
君
碑
と
同
じ
で
あ
る
旨
を
記
し
、
陳
直

氏
は

「敦
煙
漢
簡
釈
文
平
議
」
の
１６８

（疏
‐３７
）
簡
の
按
文
で
、
実
藉
の
語
が
１５０

（疏
‐４７
）
簡
と
同
じ
で
あ
る
旨
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
そ
れ
以
上

の
議
論
は
な
い
。
ま
た
藤
枝
晃
氏
は

「
長
城
の
ま
も
り
」
の
中
で
疏
１３７
と
‐４７
を

引
用
し
、
１４７
簡
に
官
書
と
あ
る
の
は
１３７
簡
に
関
書
と
あ
る
の
に
従

っ
て
正
す
べ

き
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
両
簡
の
内
容
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
当
然
認
識
さ

れ
て
い
る
。

「賃
」
の
書
体
で
切
確
に
わ
か
る
よ
う
に
、
疏
１３７
筒
と
２２‐
簡
の
筆
者
、
及
び

疏
‐４７
簡
の
筆
者
が
同

一
人
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
た
だ
１３７
ヽ
２２‐
、
そ
れ
に

‐‐７
が
同

一
冊
書
に
な
り
得
る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
判
断
に
迷
う
と
こ

ろ
が
あ
る
。
そ
の
第

一
の
理
由
は
、
疏
１１７
が
両
行
の
創
と
い
う
特
異
な
材
料
に

書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ラ
ッ
ト
な
通
常
の
簡
と
瓢
と
が
冊
書
に
な
り

得
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
今
は
な
り
得
る
と
断
言
す
る
自
信
は
な
い
。
両
行
の
馴

は
敦
煙
出
土
簡
で
は
疏
２０３
ヽ
疏
５２４
な
ど
に
そ
の
例
が
あ
る
が
、
居
延
で
は
例
が

な
い
。
そ
れ
で
私
は
慎
重
に
疏
１４７
は
２２‐
、
‐３７
と
は
冊
書
に
な
ら
ぬ
と
い
う
建
前

を
通
す
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
で
は
疏
２２‐
と
Ｗ
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
疏
１３７
は
上
端
が
欠
け
、

文
章
は

「部
侯
長
」
か
ら
始
ま
り
、

「
写
移
の
書
が
到
達
し
た
な
ら
ば
、
趣
や
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か
に
部
中
を
実
籍
し
て
…
…
に
移
せ
よ
」
と
い
う
命
令
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う

す
る
と
部
候
長
の
上
の
字
は

「告
」
ぐ
、
或
い
は

「謂
」
う
で
あ
ろ
う
。
ま
た

文
末
の

「移
」
の
あ
と
は

「
官
」
が
く
る
の
が
も

っ
と
も
穏
当
で
あ
ろ
う
。
そ

う
考
え
る
と
疏
‐４７
簡
の
第

一
行
末
の

「実
籍
」
の
次
の

「吏
出
入
」
以
下
第
二

行
目
の

「移
」
の
前
、ヽ

「
須
集
」
に
い
た
る
間
の
文
章
が
、
疏
１３７
に
は
入
ら
な

く
な
る
。
そ
れ
は
違
う
表
現
を
す
る
と
疏
２２‐
の
文
章
の
半
分
近
く
の
部
分
が
入

ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従

っ
て
疏
１３７
と
２２‐
は
内
容
が
重
復
し
、
直

接
接
続
は
せ
ぬ
と
い
う
結
論
に
な
る
。

疏
‐‐７
は
文
章
が
完
全
で
、
大
煎
都
候
永
よ
り
部
士
吏
に
対
し
て
の
通
達
で
あ

る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
疏
１３７
は
部
侯
長
に
あ
て
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
‐４７
を

受
け
た
部
士
吏
が
自
分
の
配
下
の
候
長
に
対
し
て
通
達
し
た
文
書
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
す
る
と
疏
２２‐
は
そ
の
前
の
、
玉
門
都
尉
か
ら
大
煎
都
候
に
対
し
て
送
ら
れ

た
通
達
の
末
尾
と
考
え
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
疏
２２‐
、
‐１７
ヽ
‐３７
の
順
序
に
並
が
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

＞ク

。

五
　
王
奔
始
建
国
天
鳳
四
年
冊
書

疏
３４６
（Ｃ
３６６
）ヽ

疏
３４Ｔ
（Ｃ
肌
）、
疏
３４８
（Ｃ
３６９
）ヽ

の
三
簡
は
極
端
に
断
片
化
し

て
い
る
。
釈
文
は
シ
ャ
バ

ン
ヌ
に
よ

っ
て

（上
欠
）
□
□
子
卿
賞
爵
者
以
聞
牧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３‐６

始
建
國
天
鳳
四
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３‐７

始
建
國
天
鳳
四
年

（下
欠
）

庫
守
宰
ブ
千
人
忠
□

（下
欠
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３４８

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
釈
文
を
再
度
原
簡
に
よ
っ
て
検
討
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
に
断
片
化
す
る
の
は
、
も
と
も
と
三
簡
の
木
質
が
類
似

し
て
い
た
た
め
で
は
な
い
の
か
、
さ
ら
に
い
え
ば
同

一
の
木
簡
の
冊
書
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
が
可
能
で
あ
る
。

ま
た
疏
３４９
簡

（
ｃ
９８８
）
は
釈
文
は

趨
語
之
路
令
到
縣
　
道
官
國
邑
十
日
有
敢
犯
法

（下
欠
）

法
故
事
其
犯
兎
　
刑
□
口
其
□
□
白
皆
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３４９

と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
極
め
て
薄
い
簡
で
、
現
在
は
保
存
の
た
め
紙
に
貼
り

つ
け
て
あ
り
、
シ
ャ
バ
ン
ヌ
の
釈
文
と
比
較
す
る
と
、
シ
ャ
バ
ン
ヌ
が
釈
文
を

行
な
っ
た
時
に
は
一
番
上
に
あ

っ
た
断
片
が
、
紙
に
貼
る
時
に
は
一
番
下
へ
移

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
後
に
な
っ
て
録
存
の
た
め
に
手
を
加

え
た
も
の
で
、
３‐９
簡
も
こ
の
処
置
を
し
な
け
れ
ば
３４６
以
下
の
三
簡
と
同
様
ゃハ
ラ

′ミ
ラ
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
従

っ
て
こ
れ
も
ま
た
同

一
冊
書
で
あ

っ

た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
。

そ
う
考
え
て
み
る
と
、
疏
３‐７
簡
は
単
に
始
建
国
天
鳳
四
年
（
一
七
年
）
の
年
紀

の
み
、
疏
剛
簡
は
年
紀
の
左
行
に
守
宰
テ
千
人
忠
と
い
う
郡
レ
ベ
ル
の
官
名
人

名
が
あ
る
か
ら
、
詔
を
郡
か
ら
下
級
官
署
へ
下
す
部
分
の
頭
部
で
あ
る
と
考
え



て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
疏
３４６
と
３‐９
は
詔
文
の
部
分
で
、
い
ず
れ
が
先
行

す
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
測
は
罰
則
が
述
べ
ら
れ
、
３‐６
は
賞
の
規
定

と
思
わ
れ
る
の
で
、
通
常
賞
は
後
に
出
て
く
る
と
考
え
、
３４９
を
前
に
配
置
す
る
。

Ｍ
の
年
紀
は
全
冊
書
の
最
初
に
く
る
年
紀
で
あ
る
と
し
て
処
理
す
る
。
そ
う
す

る
と始

建
國
天
鳳
四
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３４７

趨
誕
之
路
令
到
縣
　
道
官
國
邑
十
日
有
敢
犯
法

法
従
事
其
犯
兎
　
刑
□
□
其
□
□
白
者
皆
上

回
□
子
卿
賞
爵
者
以
聞
牧

始
建
國
天
鳳
四
年

庫
守
宰
ブ
千
人
忠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３４８

と
い
う
形
に
な
る
。
年
代
が
王
奔
の
始
建
国
天
鳳
四
年
と
確
定
し
て
い
る
か
ら
、

３４９
簡
に
あ
る
内
容
は
何
か
事
件
が
お
こ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
、
そ
れ
を
探
し

て
み
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
趨
藷
之
路
と
い
う
の
は
、
趨
は
追
う
、
謹
は

責
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
令
が
県
、
道
官
、
国
、
邑
に
到

っ
て
十
日

を
経
て
以
後
に
は
、
敢
え
て
法
を
犯
す
も
の
が
あ
れ
ば
□
□
法
を
以
て
事
を
処

断
す
る
と
い
う
こ
と
、
従
事
の
従
は
シ
ャ
バ
ン
ス
は
故
と
釈
す
る
が
、
他
の
例

か
ら
考
え
る
と
従
を
故
に
誤
ま
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
従
と
な
お
し
た
方
が
意

味
が
通
る
。

「
其
」
以
下
は
犯
者
の
免
刑
の
特
典
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

「白
」
と
あ
る
は
自
白
を
想
像
さ
せ
る
し
、
上
は
上
奏
を
必
要
と
す

る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
３‐６
は
褒
賞
に
か
か
わ
る
規
定
の
一
部
で
あ
る

う
。
シ
ャ
バ
ン
ヌ
は

「
掌
爵
」
と
釈
す
る
が
、
掌
は
賞
と
改
め
た
方
が
意
味
が

通
る
。

で
は
始
建
国
天
鳳
四
年
に
お
こ
っ
た
事
件
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

『
漢
書
』

王
奔
伝
中
の
同
年

の
と
こ
ろ
に
、
天
下
に
盗
賊
が
お
こ
り
、
こ
と
に
臨
准
の
瓜

田
儀
や
瑛
邪
の
女
子
呂
母
な
ど
が
起
ち
、
呂
母
は
兵
を
ひ
き
い
て
海
に
入
り
、

そ
の
衆
は
万
を
も

っ
て
数
え
る
に
い
た

つ
た
の
で
使
者
を
派
遣
し
て
い
る
こ
と

が
出
て
い
る
。
こ
の
四
断
片
は
そ
の
時
に
関
連
し
た
命
令
で
あ
る
可
能
性
が
濃

厚
で
あ
る
。

注ω
　
羅
振
玉

・
王
国
維

『
流
沙
墜
簡
』
盆

九

一
四
年
、
東
山
学
社
刊
）

②
　
労
徐

『居
延
漢
簡
考
釈

釈
文
之
部
』
に
は
敦
煙
漢
簡
校
文
が
附
載
さ
れ
て
い
る
。

③
　
同
種
の
簡
が
分
類
さ
れ
集
ま
っ
て
い
る
の
で
、
何
か
考
察
の
材
料
を
探
す
の
に
は

手
取
り
早
く
て
良
い
の
だ
が
、
内
容
別
の
分
類
基
準
が
既
に
主
観
的
で
あ
り
、
又
、

あ
る
簡
が
そ
の
分
類
の
中
に
入
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
主
観
的
で
あ
る
。
研
究
者
各

自
が
独
自
の
分
類
基
準
を
立
て
、
独
自
に
配
列
さ
せ
る
為
に
は
何
の
主
観
も
加
え
な

い
生
の
素
材
を
提
供
す
べ
き
で
、
そ
れ
は
発
掘
当
時
の
状
況
を
尊
重
す
る
の
が
最
も

良
い
。
『睡
虎
地
秦
墓
竹
衡
』
全

九
八
七
年
、
文
物
出
版
社
刊
）
も
私
の
い
う
生
の

素
材
で
は
な
い
。

④
　
『居
延
漢
簡
甲
乙
編
』
は
、　
上
巻
、　
一
九
八
〇
年
七
月
、
下
巻
、　
一
九
八
〇
年

一

二
月
、
中
華
書
局
の
刊
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
甲
編
は
一
九
六
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
写

真
を
そ
の
ま
ま
の
配
列
で
掲
げ
、
乙
編
は
簡
番
号
順
に
写
真
を
配
列
し
、
釈
文
は
す

べ
て
簡
番
号
順
と
し
た
。
甲
編
あ
っ
て
の
乙
編
で
あ
る
か
ら
止
む
を
得
な
い
が
、
多

少
混
雑
の
嫌
い
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
。

316 349



162

●)

138

υ)

教埋凌胡黙址出土冊書の復原

‐９０．佐

247

俗)上

２０５
獅

２２３

妍

‐４‐



221

142



敦煙凌胡黙址出土冊書の後原

０
一　
林
梅
村

・
李
均
明
編

『
疏
勒
河
流
域
出
土
漢
簡
』

（秦
漢
魏
晋
出
土
文
献
、　
一
九

八
四
年
、
文
物
出
版
社
刊
）

〔
〕

　

間、
餌
ｏ
＜
゛
ヽ
餌

Ｏ
ｙ
”
く
゛
獅
獅
ｏ
∽
¨
Ｆ

Ｏ
∽

い
ｏ
ｏ
Ｅ
Ｈ
る

Ｂ
台
∽

ｏ
肝
い
β
Ｏ
″

α
６
ｏ
ｏ
Ｅ
く
ｏ
【
待
ψ
巧
゛
鳴

ゝ
ｒ
Ｅ
ヽ
ｏ
中

∽
一
①
沖
０

儀
”
磨
∽

μ
ｏ
∽
　
∽
〕
ヴ
翠
ｏ
　
は
Ｅ

呵

営
ヽ
府
①
∽
台
゛
β

Ｏ
「
狩
①
鰤
台
ｐ
ｒ
　
∩
）Ｘ
う
ｏ
ヽ
は
・　
μ
Φ
μ
ω
・

羅
振
玉

・
王
国
維

『
流
沙
墜
簡
』
全

九

一
四
年
、
東
山
学
社
刊
）

】
Ｈ

ｏ
癖
■
”
タ
トｈ
Ｎ
∽
も
ｏ
■
ｏ
中

脚
あ

∽

銀
Ｏ
ｏ
営
慶
ド
０
夢

台
り

０
げ
肘
躊
０
＝
り

“
ｏ

】
ω

お
」
ｏ
″

中
①
段
ド
ｏ

①
Ｘ
巧
ｏ
盛

Ｆ

”
ｏ
Ｂ

α
ｏ　
∽
一ヽ
　
」″
〓
①ヽ一　
∽
｛①中”
ｏ
戸
ゝ
あ
一ｏ
ｏ
①コ
台」゙
】ｏ・　
Ｆ
ｏ
籐
“
ｏ
Ｂ
・　
μΦ
い
∞・

張
鳳

『
漢
晋
西
睡
木
簡
彙
編
』
盆

九
三

一
年
、
上
海
有
工
書
局
刊
）

０
一　
夏
鼎

『
新
獲
之
該
煙
漢
簡
』
（歴
史
語
言
研
究
所
集
刊

一
九
、　
一
九
四
八
年
）。
後
、

夏
鼎

『
考
古
学
論
文
集
』
盆

九
六

一
年

一
〇
月
、
科
学
出
版
社
刊
）
に
収
め
、
『
中

国
考
古
学
研
究
』

（
一
九
八

一
年
三
月
、　
学
生
社
刊
）
は
樋
日
隆
康
等
の
同
書
の
訳

で
あ
る
。

①
　
馬
圏
湾
出
上
の
教
煙
漢
簡

に
つ
い
て
は
、
甘
粛
省
博
物
館
、
教
煙
県
文
化
館
の

「敦
煙
馬
圏
湾
漢
代
峰
隧
遺
址
発
掘
簡
報
」
が

『文
物
』
八

一
十

一
〇
に
発
表
さ
れ
、

後
、
『
漢
簡
研
究
文
集
』
（甘
粛
省
文
物
工
作
隊
、
甘
粛
省
博
物
館
編
、　
一
九
八
四
年

九
月
、
甘
粛
人
民
出
版
社
刊
）
に
収
め
ら
れ
た
。

⑨
　
豚
油
上
の
発
掘
は
、
教
煙
県
文
化
館
の

「敦
埋
隊
油
土
漢
代
峰
隧
遺
址
出
土
的
木

簡
」
が
、
玉
門
花
海
の
発
掘
は
、
嘉
熔
関
市
文
物
保
管
所
の

「
玉
門
花
海
漢
代
隆
隧

遺
址
出
上
的
簡
贖
」

が
、

共
に
注
③
に
あ
れ
た

『
漢
簡
研
究
文
集
』

に
発
表
さ
れ

た
。

⑩
　
大
庭
脩

「教
煙
漢
簡
釈
文
私
考
」
台
関
西
大
学
文
学
論
集
』
二
三
十

一
、　
一
九
七

四
年
二
月
）

①
　
大
庭
脩

「居
延
新
肝

「候
栗
君
所
責
寇
恩
事
」
冊
書
―
愛
書
考
補
―
」
ら
東
洋
史

研
究
』
四
〇
十

一
）。　
後
、
『秦
漢
法
制
史
の
研
究
』

（
一
九
八
二
年
二
月
、
創
文

社
刊
）
に
収
む
。

⑫
　
大
庭
脩

「肩
水
金
関
肝
上
の
永
始
三
年
詔
書
冊
に
つ
い
て
」
Ｇ
関
西
大
学
文
学
論

集
』
三
二
十
二
、　
一
九
八
四
年

一
月
）

⑬
　
大
庭
脩

「武
威
出
土

「
王
杖
詔
書

・
令
」
冊
書
」
Ｇ
関
西
大
学
文
学
論
集
百
周
年

記
念
特
集
』
、　
一
九
八
六
年

一
一
月
）

⑭
　
大
庭
脩

「居
延
出
上
の
詔
書
冊
と
詔
書
断
簡
に
つ
い
て
」
Ｇ
関
西
大
学
東
西
学
術

研
究
所
論
叢
』
五
二
、
一
九
六

一
年

一
〇
月
）
後
、
『秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
に
収
む
。

⑮
　
大
庭
脩

「
地
湾
出
土
の
騎
士
簡
冊
―

「
材
官
孜
」
補
正
」
Ｇ
末
永
先
生
米
寿
記
念

献
呈
論
文
集
』
所
収
、　
一
九
八
五
年
六
月
刊
）

⑭
　
一削
掲
⑭

⑫
　
陳
直

「事
直
叢
著
七
種
」
盆

九
八

一
年

一
月
、
斎
魯
書
社
刊
）

ω
　
藤
枝
晃

「
長
城
の
ま
も
り
―
河
西
地
方
出
土
の
漢
代
木
簡
の
内
容
の
概
論
」
Ｇ
自

然
と
文
化
別
編
二
』
所
収
、　
一
九
二
五
年
）




